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事 務 連 絡 

令 和 ６ 年 ６ 月 25 日 

 

 
各      介護保険主管部（ 局）  御中 
 
 

個人情報保護委員会事務局監視・ 監督室   

厚 生 労 働 省 老 健 局 総 務 課   

 

 

介護サービス事業者における個人情報の適正な取扱いの徹底について（ 周知）  

 

介護サービス事業者は、利用者やその家族についての個人情報をデータ ベース化し 、

事業の用に供し ているこ と から 、 個人情報取扱事業者と し て、 個人情報の保護に関す

る法律（ 平成15年法律第57号。 以下「 法」 と いう 。 ） に基づく 個人情報の取扱いが求

めら れていると こ ろ です。 また、 他人が容易には知り 得ない要配慮個人情報( ※１ ) を取

り 扱う 機会も 多いと 考えら れます。  

こ のため、 介護サービス事業者は、 その取り 扱う 個人情報の重要性に鑑み、 個人デ

ータ ( ※２ ) の漏えい、 滅失又は毀損（ 以下「 漏えい等」 と いう 。 ） の防止その他の個人

情報の適正な取扱いを確保する必要があり ます。  

 

し かし ながら 、 個人情報保護委員会への漏えい等報告（ 法第26条） においては、 介

護サービス事業者から の報告も 含まれており 、 その中には、 要配慮個人情報に関する

事案も 見受けら れる状況です。  

 
（ 参考） 要配慮個人情報に関する 介護サービス事業者によ る最近の漏えい等事案（ 一部）  

・  介護システムのバッ ク アッ プ データ が取れておら ず、 当該データ が滅失し た事案 

・  介護施設の利用者及び職員の個人情報等を 保存し たUSBを 紛失し た事案 

・  利用者の個人情報が記載さ れた書類の所在が事業所において不明になっ ている 事案 

 

漏えい等事案の発生は、必要なアク セス制限や取扱状況の確認と いっ た組織的安全

管理措置の不備、 電子媒体の紛失防止と いっ た物理的安全管理措置の不備、 必要なア

ク セス制御やバッ ク アッ プの作成と いっ た技術的安全管理措置の不備、従業者に対す

る研修の不足等が原因と 考えら れます。  

 

また、 「 中小規模事業者の安全管理措置に関する実態調査」 （ 令和５ 年個人情報保

護委員会） において回答があっ た医療・ 福祉分野の461社のう ち、令和２ 年に法が改正

さ れたこ と について「 改正し たこ と や改正の内容を知ら ない」 と いう 回答が４ 割を超

え（ 44. 0％、203社） 、個人情報の漏えい等報告が義務化さ れたこ と を「 知ら なかっ た」

と いう 回答が８ 割を超えている（ 80. 5％、 371社） 一方、 「 個人情報保護法等( ガイ ド

ラ イ ン を 含む) の理解不足」 を 課題と 考え て いる と いう 回答が４ 割を 超え て いる

（ 41. 2％、 190社） と いっ た状況があり ます。  
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こ う し た状況を 踏まえ、 各都道府県・ 市区町村におかれまし ては、 介護サービス事

業者において法に基づく 個人情報の適正な取扱いが徹底さ れるよう 、管内の介護サー

ビス事業者に対し 、別紙に掲げる安全管理措置や漏えい等報告の方法等の具体の内容

を 規定し たガイ ド ラ イ ンや研修資料、別添１ の民間事業者向け個人情報保護ハンド ブ

ッ ク 及び別添２ の個人データ の漏えい等報告に係る リ ーフ レ ッ ト について周知を 行

う と と も に、「 介護保険施設等の指導監督について」（ 令和４ 年３ 月31日付け老発0331

第６ 号厚生労働省老健局長通知） の別添１ 「 介護保険施設等指導指針」 に基づく 集団

指導等を通じ て、 安全管理措置の内容や漏えい等報告の義務等について、 改めて周知

いただき ますよう 、 お願いし ます。  

 

( ※１ )  本人の人種、 信条、 社会的身分、 病歴、 心身の機能の障害、 健康診断等の結果、 医師の診療等の情報が含

まれる個人情報をいう ( 法第２ 条第３ 項) 。  

( ※２ )  「 個人データ 」 と は、「 個人情報データ ベース等」 を構成する個人情報をいう （ 法第16条第３ 項）。「 個人情

報データ ベース等」 と は、 特定の個人情報を コ ンピュ ータ を 用いて検索するこ と ができ るよ う に体系的に構

成し た個人情報を含む情報の集合体、 又はコ ンピュ ータ を用いていない場合であっ ても 、 紙面で処理し た個

人情報を一定の規則（ 例えば、 五十音順、 生年月日順など） に従っ て整理・ 分類し 、 特定の個人情報を容易に

検索するこ と ができるよう 、 目次、 索引、 符号等を付し 、 他人によっ ても 容易に検索可能な状態に置いている

も のをいう（ 法第16条第１ 項、 個人情報の保護に関する法律施行令（ 平成15年政令第507号） 第４ 条第２ 項）。  

診療録等の診療記録や介護関係記録については、 媒体の如何にかかわら ず個人データ に該当する。  

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 連絡先】  
個人情報保護委員会事務局監視・ 監督室 
〒100-0013 東京都千代田区霞が関３ －２ －１  

霞が関コ モン ゲート 西館 34 階  
 TE L： 03-6457-9834 

E -m ai l：  gu idel in es.bangou@ppc.go.jp 

mailto:guidelines.bangou@ppc.go.jp
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（ 参考） 個人情報取扱事業者である介護サービス事業者向け各種資料（ 主なも の）  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●医療・ 介護関係事業者における 個人情報の適切な取扱いのためのガイ ダン ス 

 （ 平成29年４ 月（ 令和６ 年３ 月一部改正） 個人情報保護委員会、 厚生労働省）  

ht t ps: //www. mhl w. go. j p/st f /sei sakuni t sui t e/bunya/0000027272. ht ml  

 

 

 

●「 個人情報の保護に関する 法律についてのガイ ド ラ イ ン 」  

（ 平成28年個人情報保護委員会告示第６ 号等）  

ht t ps: //www. ppc. go. j p/per sonal i nf o/l egal / 

 

 

 

●「 漏えい等の対応と お役立ち資料」 （ 個人情報保護委員会資料）  

  漏えい等が生じ た場合の報告期限や報告が必要な場合について解説 

し ている ほか、 漏えい等報告フ ォ ームが掲載さ れています。  

ht t ps: //www. ppc. go. j p/per sonal i nf o/l egal /l eakAct i on/ 

 

 

●「 個人情報の研修資料・ ヒ ヤリ ハッ ト コ ーナー」  

（ 個人情報保護委員会資料）  

  個人情報を 安全に取り 扱う ために参考と なる情報や、 個人情報を 取 

り 扱う 上で、 発生し やすいヒ ヤリ ハッ ト 事例を 紹介し ています。  

 令和２ 年に改正さ れた個人情報保護法の解説動画も 掲載し ています。  

ht t ps: //www. ppc. go. j p/per sonal i nf o/hi yar i hat t o/ 

 

 

●「 個人情報の取扱いに関する規律等の整備と お役立ちツ ールのご紹介」  

（ 個人情報保護委員会資料）  

  個人データ を 適正に取り 扱う ために重要と なる 、 基本方針の策定や 

安全管理措置の具体的な取扱いに係る 規律等について説明し ています。  

ht t ps: //www. gov-onl i ne. go. j p/ppc/202209/vi deo-281584. ht ml  

 

 

●「 個人情報保護委員会によ る各種説明会等の開催及び講師派遣について」  

（ 個人情報保護委員会資料）  

  個人情報保護委員会は、 個人情報保護法周知のため、 一定人数が集 

まる 事業者団体等が主催する 研修会等に講師派遣を 行っ ています。  

詳細やお申込みについては、 以下のURLを ご覧く ださ い。  

ht t ps: //www. ppc. go. j p/news/pr 2/ 

 

別紙 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/leakAction/
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/hiyarihatto/
https://www.gov-online.go.jp/ppc/202209/video-281584.html
https://www.ppc.go.jp/news/pr2/

